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平成22年度現在，約7割の地方自治体（都道府県を含む）で総合評価方式による入札制度が導入されて

いる．しかし，残りの市区町村では総合評価方式による入札は実施されていない． 

国および都道府県では，総合評価方式による入札制度の普及促進を図るため，市区町村に対して様々な

支援を行っている．この支援は，技術職員等の体制が十分でない自治体においては，重要な役割を担って

いるものと思われる． 

本研究は，都道府県における市区町村への支援状況を把握するため，公開情報の分析と合わせ，北関東

の県および市制を敷く自治体に対してヒアリング調査を行った． 

その結果，都道府県が市区町村に対して支援を行っている第三者委員会の運営について，地域別委員会

運営方式，持回り委員会運営方式，統一要綱運営方式の3パターンの方式で運営されている状況を明らか

にした． 
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1. はじめに 

 

平成17年に「公共工事の品質確保の促進に関する法

律」（以下，「品確法」）が施行されてから，６年が過

ぎようとしている．平成22年度現在，国の機関では

89.5％，全地方自治体では68.9％と導入が進んでおり1），

年々増加の傾向を示している． 

特に，平成19年に総合評価方式による入札発注事務を

適切に実施する体制が十分に整備されていない市区町村

の実態に配慮して，「地方公共団体向け総合評価実施マ

ニュアル」の中で市町村向け簡易型（平成20年改定）2）

が示されて以降，多くの地方自治体において，総合評価

方式による入札制度が取り入れられるようになった． 

しかし，総合評価方式による入札制度を導入している

市区町村の約88％は試行段階である．また，入札契約手

続きにおける事務量の増加や煩雑さ等の理由により3），

約4割の市区町村では，総合評価方式による入札制度の

導入に至っていない． 

筆者らによる，平成22年10月に茨城県，栃木県，群馬

県の北関東3県の全地方自治体を対象に実施した，総合

評価方式による入札制度導入に関するアンケート調査結

果4）～7）において，総合評価方式による入札制度の効果

は認めているものの，事務量の増加等に対する抵抗感は

大きく，特に，第三者である学識経験者への総合評価採

用の適否や評価方法の適正性についての意見聴取を求め

る機会・求める事項（以下，「第三者委員会」）に関し

て，事務量の増加を理由として，躊躇する回答の割合が

高かった． 

このような状況から，国および広域自治体である都道

府県は，総合評価方式による入札制度の普及・促進のた

め，基礎自治体である市区町村（政令市を除く）に対し

て，制度の理解を得るための首長訪問やアンケート調査

の実施，入札制度の説明会，実務研修会，基礎自治体か

らの相談対応および広域自治体で実施する第三者委員会

の共同活用など様々な支援を行っている8）～17）． 

国土交通省データ18）によると，総合評価方式による

入札制度を導入している基礎自治体のうち約15％の自治

体では，学識経験者への意見聴取に関して独自に会議等

の場を設けているが，50％の自治体では，広域自治体の

総合評価委員会を活用している．  

以上のような支援は，総合評価方式の導入に関して，

技術職員等の体制が十分でない基礎自治体において重要



 

 2 

な役割を担っていると思われる． 

本研究は，広域自治体における基礎自治体の支援状況

を把握することを目的とし，平成23年3月から7月にかけ

て北関東の県および市制を敷く自治体に対してヒアリン

グ調査を行った19）． 

 

 

2. 北関東の総合評価実施状況 

 

平成 23年 6月現在，北関東 3県は中核市 3市を含む

58市 38町 10村の全 106自治体で構成されている．全自

治体の 8割以上が人口 10万人未満である 20）～22）． 

北関東における市町村の総合評価導入状況は，各県に

よって異なってはいるが，3県全体で見てみると平成19

度には導入率29％であったものが，平成20年度には61％

となり，平成22年度現在，106自治体中72自治体で導入

率68％となっている．また，平成22年度には，60自治体

で総合評価方式よる入札が実施されている．総合評価方

式による入札の実施件数の多い自治体では，20件程度で

あるが， 1～2件程度の実施に留まっている自治体も尐

なくなく，実態的には，試行段階といえる． 

 第三者委員会の開催に関して，中核市である宇都宮市

および前橋市では，学識経験者への意見聴取を独自に実

施しているが，その他の市町村では，県で実施している

委員会を共同利用している． 

 北関東の3県は，総合評価方式による入札制度導入拡

大に向けて平成18年度から22年度にかけて県内の市町村

に対して，総合評価方式勉強会や発注者支援に関する説

明会を行っている．また，市町村支援に関する事項を県

の総合評価実施要領等で規定している県もある．このよ

うな取り組みが，上記で示したとおり，平成19年度から

平成20年度にかけて総合評価方式による入札制度の導入

率が急増した要因の１つと思われる． 

 3県の総合評価実施の経緯状況は，平成17年度に総合

評価方式に関する要領が適用され，平成22年度現在では，

すべての県で100件以上の入札が総合評価方式により実

施されている． 

 表1に北関東3県の総合評価方式による入札実施状況を

示す． 

 

 

3. 総合評価に関わる第三者委員会運営方法の比

較 

 

北関東におけるヒアリング調査および国，他県の入手

可能な公開データを基に，広域自治体が基礎自治体に対

して支援を行っている第三者委員会の運営方式を，地域

別委員会運営方式，持回り委員会運営方式，統一要綱運

営方式の3パターンに分類した．その結果を表2に示す． 

 

(1)  地域別委員会運営方式 

広域自治体を数ブロックに分け，意見を聞く会議等の

表 1 北関東における総合評価実施状況 23)～28） 

県  名 茨城県 栃木県 群馬県 

総合評価方式による 

入札実施市町村数 

市 17/32 14/14 11/12 

町村 3/12   13/13※1 2/23 

学識経験者への意見聴取に関して独自

に実施している自治体 
－ 宇都宮市 前橋市 

県 

市町村支援に関する要綱等の規定 （総合評価方式実施方針） 総合評価委員会運営要領 
総合評価実施要領 

審査委員会運営要領 

総合評価方式試行要領適用時期 平成17年 12月 平成17年 10月 平成18年1月 

総合評価方式実施要領適用時期 － － 平成20年5月 

総合評価に関する学識経験者 

7名 16名 10名 

行政（国），行政（県）副

所長クラス，大学の専門

家，行政機関経験者 

行政（国），行政機関経

験者，大学の専門家 

行政（国），弁護士，

大学，高専の専門家 

品確技術者の活用 なし 以前は１名 なし 

一般競争入札（制限付き）の導入 4,500万以上 5,000万以上 1,000万以上 

総合評価実施件数（ H22年度） 約 170件 約 140件 約 110件※2 

総合評価方式による入札実施型式 

特別簡易型 

簡易型 

標準型 

高度技術提案型 

 

簡易型 

標準型 

 

超簡易型 

簡易型 

標準型 

 

※1 町制を敷く自治体のみ  ※2 平成21年度の結果 
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場を設けて実施する方式である．それぞれブロック内の

管轄する基礎自治体へ支援を行っており，ブロックごと

に学識経験者に委員を委嘱している．審議は広域自治体

の案件とともに，基礎自治体の案件も行っている．審議

事項は，個別の案件ごとに，総合評価実施の適否，総合

評価点算定基準，落札者決定等を行っている． 

設計金額1億円以上の工事の審議においては，広域自

治体の本庁で実施する委員会で行う． 

委員会開催場所へのアクセスは，比較的近距離である．

学識経験者への説明等は，広域自治体への案件も同時期，

同所で実施しているため，広域自治体の職員のサポート

が容易である． 

広域自治体の都市構造としては，市町村合併が進んだ

結果，平均的な規模の基礎自治体が数多く形成され，総

合評価実施可能性が高い基礎自治体が多い． 

事務局は，そのブロックを代表する広域自治体事務所

が務めている．委員会の開催は，学識経験者の調整等が

必要となるため，月1回程度の実施である． 

課題として，月1回の開催となるため，委員会開催に

合わせた工事発注になり，開催日を逃してしまうと手続

きが一ヶ月遅れてしまう． 

  

(2)  持回り委員会運営方式 

 学識経験者への意見を聞く場を新たに設けず，数名の

委員の中から，個別に意見を聞く持回り会議の方式であ

る． 

 審議は基礎自治体で個別に実施する． 

委員会の開催において，学識経験者の調整は複数名の

中から都合のつく委員を選出できるため，相対的に容易

であり，月数回程度の実施が可能である．  

委員会をほぼ毎週開催しているため，基礎自治体の工

事発注に合わせて委員への意見聴取が可能となる． 

広域自治体の都市構造としては，総合評価実施可能性

が高い中規模な基礎自治体が広域に散在している． 

なお,学識経験者の調整および基礎自治体の第三者委

員会への申し込みは広域自治体の本庁が窓口になってい

る． 

課題として，担当委員の勤務地が隣接している場合は

効率が良いが，午前と午後で離れた勤務地をめぐる場合

は，多大の移動時間が生じてしまう．  

 

(3)  統一要綱運営方式 

 年に数回行われる第三者委員会で落札決定基準等（以

下，「要綱」）の審査後，個別の案件は要綱に従い当該

自治体が審査する． 

定められた要綱の訂正があった場合，随時，広域自治

体に要請を行い，広域自治体で開催している第三者委員

会において，修正事項の審議を行い，その結果を要請の

表 2 総合評価に関わる第三者委員会運営方法の比較（広域自治体の基礎自治体への支援パターン） 

*北関東の自治体へのヒアリング調査および他地域の自治体入手可能データを基に作成 

運営方式名称 
地域別委員会 

運営方式 

持回り委員会 

運営方式 

統一要綱 

運営方式 

運営方法 
県内を数ブロックに分け地

域ごとに実施 

学識経験者への持ち回り会

議により実施 
広域自治体本庁で実施 

運用状況 月１回程度 述べ月4回程度 年に数回程度 

学識経験者 各ブロックごとに数名 複数名の内，2名 複数名の内，2名 

広域自治体の都市構造 

市町村合併が進み平均的な

規模の基礎自治体が多く形

成 

中規模な基礎自治体が散在 
町村制の小規模な基礎自治

体が多い 

委員会開催場所への基礎自治体のア

クセス 
比較的近い 複数個所を移動 

自治体によっては遠距離の

場合あり 

基礎自治体の第三者委員会への申込

状況（自治体数）*1 
最大10件/回程度 2件/回程度 4件/回程度 

学識経験者等の説明 県がサポート 自治体単独 自治体単独 

技術職員の基礎自治体への派遣*2 あり なし なし 

総合評価実施要領等の情報提供*3 あり あり あり 

落札者決定基準 
個別の案件ごとに第三者委

員会で意見聴取し定める 

個別の案件ごとに第三者委

員会で意見聴取し定める 

第三者委員会で基準決定

後，個別の案件ごとに発注

者が定める 

*1 

*2 

 

*3 

 

基礎自治体が、落札者決定基準等を定める際の意見聴取について、広域自治体が設置している第三者機関を活用 

広域自治体や関係する技術センターの技術職員を基礎自治体へ派遣することにより、基礎自治体の総合評価方式による入

札制度の実施体制を補完 

総合評価実施要領等のひな形を広域自治体が作成し基礎自治体への提供を行う．基礎自治体における総合評価方式の実施

要領の策定を支援． 
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あった広域自治体へ報告するという手続きをとっている．  

審議は基礎自治体で個別に実施する． 

委員会開催場所へのアクセスは，基礎自治体によって

は遠距離となる場合もある． 

広域自治体の都市構造としては，小規模な町村制を敷

く基礎自治体が多く，総合評価実施に関して，広域自治

体の積極的な支援が必要な基礎自治体が多い． 

学識経験者の調整および基礎自治体の第三者委員会へ

の申し込みは広域自治体の本庁が窓口になっている． 

課題として，要綱の軽微な変更に当たっても第三者委

員会での承認を得る必要があるため，手続きに時間がか

かることもある． 

 

 

4. おわりに 

 

国，他県の公開データおよび今回行った地方自治体へ

のヒアリング結果により，総合評価による入札制度導入

の過渡期にある現在，広域自治体の特性や実情に即して，

地域別委員会運営方式，持回り委員会運営方式，統一要

綱運営方式といった3パターンの第三者委員会が運営さ

れている状況が明らかかになった． 

また，総合評価方式による入札制度の普及・促進のた

め，広域自治体は基礎自治体に対して多くの支援を行っ

ている実態も明らかになった． 

品確法に基づいた公共調達制度の拡充には，広域自治

体の支援が今後より重要となってくるものと思われる． 

今後，より詳細にデータの収集を行い，広域自治体に

よる基礎自治体へ支援状況等の実態をより詳しく分析し

たい． 
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体の方々に深く感謝いたします．多く方々から大変貴重
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